
高知県木造公共施設等整備事業費補助金交付要綱（新旧対照表）

新 旧

高知県木造公共施設等整備事業費補助金交付要綱

第１条 「略」

（補助目的及び補助対象事業）

第２条 県は、展示効果又はシンボル性が高く、波及効果を期待することができる公共建築

物に地域材を積極的に活用した木材利用の取組を推進するため、林業成長産業化総合対

策補助金等交付要綱（平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依

命通知）、林業成長産業化総合対策実施要綱（平成30年3月30日付け29林政政第892

号農林水産事務次官依命通知）、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領（平

成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知）に基づき、別表に掲げる事

業主体（以下「補助事業者」という。）が行う同表に掲げる事業に要する別紙の経費に対

して予算の範囲内で補助金を交付する

第3条 「略」

（補助金の交付の申請及び決定）

第４条 規則第３条第１項及び第２項の申請書及び関係書類の様式は、それぞれ別記第

１号様式によるものとし、市町村及び一部事務組合以外の補助事業者は、納期限の到

来した県税について滞納のないことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の

納税証明書）並びに県に対する税外未収金の滞納がないことの誓約書及び県の補助

事業所管課が税外未収金債務の滞納の有無について関係課に照会することに対する

同意書を添えて、所管の林業事務所長（嶺北林業振興事務所の管内にあっては、嶺北

林業振興事務所長。以下「所長」という。）に提出するものとする。ただし、県税の

納税義務がない者にあっては、その旨を添えて提出するものとする。

（補助の条件）

第５条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。
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（補助目的及び補助対象事業）

第２条 県は、展示効果又はシンボル性が高く、波及効果を期待することができる公共建築

物に地域材を積極的に活用した木材利用の取組を推進するため、林業成長産業化総合対

策補助金等交付要綱（平成30年3月30日付け29林政政第893号農林水産事務次官依

命通知）、林業成長産業化総合対策実施要綱（平成30年3月30日付け29林政政第892

号農林水産事務次官依命通知）、林業・木材産業成長産業化促進対策交付金実施要領（平

成30年3月30日付け29林政経第349号林野庁長官通知）に基づき、別表に掲げる事

業主体が（以下「補助事業者」という。）が行う同表に掲げる事業に要する別紙の経費に

対して予算の範囲内で補助金を交付する

第3条 「略」

（補助金の交付の申請及び決定）

第４条 規則第３条第１項及び第２項の申請書及び関係書類の様式は、それぞれ別記第

１号様式によるものとし、補助事業者は、納期限の到来した県税について滞納のな

いことを証するもの（県税事務所で発行する全税目の納税証明書）を添えて、所管

の林業事務所長（嶺北林業振興事務所の管内にあっては、嶺北林業振興事務所長。

以下「所長」という。）に提出するものとする。、ただし、県税の納税義務がない者

にあっては、その旨を添えて提出するものとする。

（補助の条件）

第５条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。

（12) 県税の滞納がないこと。
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（12) 県税及び県に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

第6条～第9条 「略」

（実績報告等）

第10条 規則第11条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第６号様式によるもの

とし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日

又は当該年度の３月31日のいずれか早い日までに所長に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、第５条第９号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、

前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかに

なったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 補助事業者は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に

係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに別記第７号様式に

より所長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。

第11条～第13条 「略」

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成30年５月21日から施行する。

（失効期限等）

２ この要綱は、令和６年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交

付された補助金については、第５条第３号から第８号まで及び第10号、第10条第３項、

第11条並びに第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成31年３月28日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年３月24日から施行する。

附 則

この要綱は、令和３年５月31日から施行する。

様式の押印を廃止。

第6条～第9条 「略」

（実績報告等）

第10条 規則第11条第１項の補助事業等実績報告書の様式は、別記第６号様式によるもの

とし、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した

日又は当該年度の３月31日のいずれか早い日までに所長に提出しなければならない。

２ 補助事業者は、第５条第９号ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、

前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかに

なったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

３ 補助事業者は、第１項の実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に

係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額を速やかに別記第７号様式に

より所長に報告するとともに、当該金額を県に返還しなければならない。

第11条～第13条 「略」

附 則

（施行期日）

１ この要綱は、平成30年５月21日から施行する。

（失効期限等）

２ この要綱は、令和３年５月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき

交付された補助金については、第５条第３号から第８号まで及び第10号、第10条第３

項、第11条並びに第13条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附 則

この要綱は、平成31年３月28日から施行する。

附 則

この要綱は、令和２年３月24日から施行する。
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